
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

平成２７年４月１６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年９月５日 １０時５５分ごろ 

発生場所 沖縄県糸満
いとまん

市ルカン礁北方沖 

ルカン礁灯台から真方位３５９°２.５海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯２６°０９.０８′ 東経１２７°３１.９０′） 

事故調査の経過  平成２６年９月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第一せつ丸、４９９トン 

   １３３７４５、株式会社八重垣船舶 

   ８１.４５ｍ×１２.５０ｍ×６.７５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成６年６月８日 

Ｂ 引船 第五快
かい

新
しん

丸、１３トン 

   ２９６－２００９１沖縄、アジア海洋株式会社 

   １１.９１ｍ（Lr）×４.５１ｍ×１.６１ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、３６７.７６kＷ（合計）、平成１１年８

月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６６歳 

三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成７年８月８日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年２月８日 

免状有効期間満了日 平成２７年８月７日  

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５７年３月１０日 

    免許証交付日 平成２２年１月１８日 

           （平成２７年１月３１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ バルバスバウに凹損 

Ｂ なし 

浮桟橋 浮体部に破損 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、船長Ａが単独で船橋当直につ
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き、６Ｍレンジとした１号レーダーを作動させ、ルカン礁灯台の西北

西方沖の変針点で、針路を沖縄県那覇市那覇港の港口に向かう真方位

０４８°に変針し、速力（対地速力、以下同じ。）約１３.５ノット

（kn）で自動操舵により航行した。 

船長Ａは、変針後、１号レーダーにより、周囲に他船がいないこと

を確認した後、那覇港への入港に備え、操舵スタンド付近から画面を

確認しやすい２号レーダーを起動したが、太陽光が右舷船首方から船

橋内に差し込んで、２号レーダーの画面が見づらい状況であり、画面

を明るくするために輝度調整を行ったものの、見づらさに変わりはな

かった。 

船長Ａは、２号レーダーの取扱説明書を取り出し、時々、周囲を見

ながら、取扱説明書に基づいて輝度調整を行っていたが、ふと２号レ

ーダーの画面から顔を上げて前方を見たところ、左舷船首方の至近距

離にＢ船を認めた。 

船長Ａは、自動操舵から手動操舵に切り換え、右舵一杯を取れば、

船尾が左舷方に押し出されてＢ船に接近すると思い、右舵一杯よりも

小舵角の右舵を取った。 

Ａ船は、平成２６年９月５日１０時５５分ごろ、ルカン礁北方沖に

おいて、その船首部とＢ船がえい
．．

航していた浮桟橋（１６.０ｍ×６.

０ｍ×１.８ｍ、鉄筋／ＲＣコンクリート製）とが衝突した。 

船長Ａは、可変ピッチプロペラを操作して減速し、左舷ウイングに

出て衝突した相手が浮桟橋であることを確認し、Ｂ船に接近して負傷

者の有無、連絡先など情報を交換した後、海上保安庁に事故発生の通

報を行った。 

Ａ船は、事故発生場所付近においてしばらく待機した後、那覇港に

向かった。 

（写真１、写真２参照） 

 

 

 

 

                      写真２ Ｂ船 

 

 

写真１ 衝突直後のＡ船及び浮桟橋 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、関係者Ｂ（以下「同乗者Ｂ」と

いう。）を乗せ、浮桟橋を引いていることを示すつもりでひし形の形

象物１個を掲げ、浮桟橋をえい
．．

航する全長約１３３ｍの引船列（以下

「Ｂ船引船列」という。）を構成し、沖縄県渡嘉敷
と か し き

村渡嘉敷港に向け

て糸満市糸満漁港西北西方沖を約４kn の速力で自動操舵により西北西
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進した。 

船長Ｂは、Ｂ船の左舷方、距離約７～１０Ｍ付近にＡ船を認め、両

船が互いに進路を横切る関係にあり、Ｂ船がＡ船を左舷側に見る態勢

であることから、Ａ船がＢ船引船列を避けるものと思い、針路及び速

力を保持して航行した。 

船長Ｂは、Ａ船との距離が約３００ｍとなった頃、衝突の危険を感

じてモーターホーンを鳴らし続けたが、Ａ船が針路を転じるなどの動

作をとらなかったので、主機のクラッチを中立にして同乗者Ｂと共に

左舷船首部に避難し、浮桟橋とＡ船の船首部とが衝突するのを目撃し

た。 

船長Ｂは、同乗者ＢにＡ船の写真撮影及び関係先への連絡を指示

し、浮桟橋に沈没のおそれがないか１時間ほど様子を見た後、糸満漁

港に引き返した。 

（付図１ 推定航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参

照） 

気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約５０cm 

 その他の事項 

 

船長Ａは、本事故後、２号レーダーの輝度調整を行っていた時間

は、Ａ船が変針したあとの約９～１０分間だと思った。 

船長Ａは、本事故後、１号レーダーにより周囲の状況を確認した

際、他の船舶の映像を認めなかったので、気の緩みが生じたのではな

いかと思った。 

船長Ｂは、引船列の状態で他船の進路を避けなければならないとき

は、十分に余裕のある時期に避航動作をとるようにしていた。 

Ｂ船は、レーダーが装備されていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、ルカン礁北方沖を北東進中、単独で船橋当直中の船長Ａ

が、２号レーダーの輝度調整に注意を向け、見張りを適切に行ってい

なかったことから、Ｂ船引船列に気付かずに航行し、浮桟橋と衝突し

たものと考えられる。 

 船長Ａは、６Ｍレンジとした１号レーダーで他の船舶がいないこと

を確認したことから、２号レーダーの輝度調整に注意を向け、レーダ

ー画面上のＢ船引船列の映像にも気付かなかったものと考えられる。 

 Ｂ船引船列は、ルカン礁北方沖を西北西進中、船長Ｂが、左舷方か

ら針路を横切る態勢で接近するＡ船を認めた際、Ａ船がＢ船引船列を

避けるものと思い、衝突の危険を感じるまでモーターホーンによる警

告信号を行わず、針路及び速力を保持して航行したものと考えられ
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る。 

原因 本事故は、ルカン礁北方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船引船列

が西北西進中、船長Ａが見張りを適切に行っていなかったため、Ｂ船

引船列に気付かず、また、船長Ｂが、左舷方から針路を横切る態勢で

接近するＡ船を認めた際、Ａ船がＢ船引船列を避けるものと思い、針

路及び速力を保持して航行し、Ａ船とＢ船引船列の浮桟橋が衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、見張りに専念すること。 
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                   付図１ 推定航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 北 緯 東 経 船首方位 対地針路 対地速力 

(時:分:秒) (°-′-″) (°-′-″) (° ) (° ) (kn) 

10:51:05  26-08-33.0 127-31-10.8 049 048 13.6 

10:51:15  26-08-34.2 127-31-12.0 048 048 13.6 

10:51:56  26-08-40.8 127-31-20.4 048 048 13.4 

10:52:05  26-08-42.0 127-31-22.2 048 048 13.4 

10:52:56  26-08-49.2 127-31-31.8 048 048 13.4 

10:53:04  26-08-50.4 127-31-33.0 048 048 13.4 

10:54:26  26-09-02.4 127-31-48.0 048 049 13.3 

10:54:44  26-09-04.8 127-31-51.6 054 050 12.6 

10:54:56  26-09-06.0 127-31-53.4 053 051 12.5 

10:55:35  26-09-10.2 127-31-59.4 047 055 9.8 

10:55:44  26-09-10.8 127-32-00.6 045 052 9.3 

  （注）船位は、船橋上部に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

事故発生場所 

（平成２６年９月５日 

１０時５５分ごろ発生） 

Ａ船 

Ｂ船 糸満漁港 

ルカン礁灯台 

変針点 


